
次期岡崎市地域公共交通計画における

地域交通の目指す姿及び基本方針について

資料１－５

令和７年度第３回岡崎市地域公共交通会議（令和７年10月17日開催）資料

１ 概要

地域公共交通計画の改訂にあたっては、地域の実情に合わせ、地域住民、交通事業者、行政など多様な関係者
が一体となって持続可能な公共交通ネットワークの維持・形成を目指すための「地域交通が目指す姿」の設定が
必要である。

また、計画の改訂に向けて令和７年度中には地域別意見交換会を実施することとしており、「地域交通が目指す
姿（案）」を示したうえでの意見交換を予定している。

そこで、現在、上位計画や関連計画、国のアップデートガイダンスなどとの整合性を図るための現状分析を進め
ており、次回会議（12月10日）にて「地域交通が目指す姿（案）」を諮るための準備として、委員の意見を伺うもの
である。

◎ 今後の予定

10月17日（本日）
 「地域交通が目指す姿」の考え方の提示

地域公共交通会議委員の意見聴取

12月10日
 「地域交通が目指す姿（案）」について協議

※修正等の必要があれば年内を目途に書面等で調整

令和８年１月～２月 地域別意見交換会
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２ 国の方向性・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」のイメージ 2

２０２３年地域交通法の改正

地域公共交通を「連携・協調（共創）」によって「リ・デザイン」し、対症療法だけでない体質改善を進め、
高齢化等に伴う地域課題を解決。

令和５年９月６日 地域の公共交通リ・デザイン実現会議資料から抜粋
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２ 国の方向性・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」のイメージ 3

●地方公共団体における交通部局及び関連部局との連携推進

（地域の公共交通リ・デザイン実現会議とりまとめ 令和７年５月17日 地域の公共交通リ・デザイン実現会議）

将来にわたって、利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通が確保されるよう、地方公共団体において、
交通部局及び関連部局(教育部局、子育て部局、スポーツ・文化部局、介護・福祉部局、医療部局、農業部局、
商工部局、観光部局、まちづくり部局等)が連携・協働し、組織の総力を挙げて移動手段の確保に取り組むこと。

●自家用有償旅客運送の積極的な活用

（地域の公共交通リ・デザイン実現会議とりまとめ 令和７年５月17日 地域の公共交通リ・デザイン実現会議）

交通空白地で活用されている自家用有償旅客運送は、地方公共団体やＮＰＯ法人のほか、非営利団体である、
農業協同組合（ＪＡ）、商工会、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、地域運営組織（ＲＭＯ）等の地域に根差し
た事業を展開している各組織が運送主体となることができる。今般、本制度が大幅に見直されて使い勝手が良
くなったことを受け、各組織が運送主体に車両や運転手を提供することを含め、各組織を担当する部局は交通
部局と連携し、本制度の積極的な活用に努めること。

●共同化・協業化、自治体の体制強化等を図るための新たな制度的枠組みの構築

（「交通空白」解消に向けた取組方針 2025 令和７年５月３０日 国土交通省「交通空白」解消本部）

単独の事業者、特定の産業、単独の自治体といった単位では、実効性のある持続可能な「交通空白」解消の取
組の実現は容易ではない。

このため、複数の主体による共同化・協業化を通じた交通サービスの提供を促進するとともに、自治体の司令
塔機能を補完・強化するため、市町村等が先導する事業者・産業・自治体の壁を超えた連携・協働（モビリ
ティ・パートナーシップ・プログラム）による輸送サービスの共同化・協業化、市町村等の地域交通関係事務
を補完・代替する主体の構築、モビリティデータの活用、「地域の足」・「観光の足」の総合的な確保等を促
進するための新たな制度的枠組みの構築を検討し、できるだけ早期の実現を図る。
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２ 国の方向性・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」のイメージ

観点➀ 公共交通軸と拠点の充実・保証 観点➁ 「交通空白」における移動の確保
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２ 国の方向性・地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」のイメージ 5

次回（12月10日）の岡崎市地域公共交通会議にて協議
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３ 現計画及び上位計画の考え方

現計画の位置付け現計画の位置付け
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 愛知県地域公共交通計画を追記

 立地適正化計画と地域公共交通計画が都市計画マスタープランに掲げる
将来都市像の実現に向けての両輪であることがわかるような表記

次期岡崎市地域公共交通計画では
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３ 現計画及び上位計画の考え方

第７次岡崎市総合計画第７次岡崎市総合計画
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【30年後のグランドデザイン概念図：消費・購買行動における人の移動のイメージ】
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２ 現計画及び上位計画の考え方

第７次岡崎市総合計画第７次岡崎市総合計画
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【30年後のグランドデザイン概念図：通勤・通学における人の移動のイメージ】



岡崎市立地適正化計画岡崎市立地適正化計画
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２ 現計画及び上位計画の考え方 9

【拠点及び主要な公共交通軸の
配置イメージと都市機能誘導区域】

 上記の拠点に加え、以下の乗換拠点等の
位置付けについても検討が必要

・「中岡崎駅・岡崎公園前駅」

（愛知環状鉄道⇔名鉄名古屋本線）

・「大門駅」

（愛知環状鉄道⇔名鉄バス）

・「ふれあいドーム」

（名鉄東部交通バス⇔チョイソコおかざき）

次期岡崎市地域公共交通計画では



現計画の成果目標・基本目標・基本方針現計画の成果目標・基本目標・基本方針
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３ 現計画及び上位計画の考え方 10



現計画における岡崎市が目指す交通の将来像現計画における岡崎市が目指す交通の将来像
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３ 現計画及び上位計画の考え方

 都市及び地域の拠点間を結ぶ公共交通ネッ
トワークを公共交通軸と位置づけ、一定の
サービス水準を確保するとともに利便性の
向上を図る

 居住誘導重点区域では高いサービス水準を
確保するとともに、利便性の向上を図る

 市街化区域では、一定のサービス水準を確
保するとともに利便性の向上を図る

 各拠点間の公共交通ネットワークの維持・
充実を図る

 農住環境保全地域については、タクシーの
活用やデマンド型交通により、バス停や拠
点までのアクセスを確保する

 中山間地域については、週１日程度の運行
を確保・維持します。また、自家用有償運
送やボランティア輸送などの活用を視野に、
地域に見合った交通サービスの導入を検討
する
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 上記の図をどのように改編し、目指す姿を表現して
いくか（具体性のある将来像）

次期岡崎市地域公共交通計画では
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４ 岡崎市の目指す公共交通の将来イメージ

まち・観光の骨格となる路線・拠点について、
おでかけの足として、

利便性の高いサービスを目指す。

交通空白における移動の制約がある者
（高齢者、こども等）に重点をおいて、
移動の足の確保（カバー）を目指す。

公共交通軸と拠点の充実・保証 「交通空白」における移動の確保

主に枝の交通 主に葉の交通
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品質保証

運行頻度を政策的に維持・増加

性能保証

運行頻度ではなく、地域住民の生活を
支える移動サービスの提供

サービス水準及び
利便性

➊＞➋

１ ２

※タクシーはあらゆる場面において、利用者の多様なニーズに

きめ細かく柔軟に応じることのできる公共交通として

位置付けられる。
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４ 岡崎市の目指す公共交通の将来イメージ

※タクシーはあらゆる場面において、利用者の多様なニーズにきめ細かく

柔軟に応じることのできる公共交通として位置付けられる。
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不足部分は、地域や団体による
「共助」の取組について検討

セーフティーネットとしての
公共サービス
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